
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卒業後、すぐに福祉サービスの利用を始める人。春休みをゆっくり過ごし、４月から活動や仕事を始め 

 る人。グループホームに入居して新生活を始める人。 

新しい生活をスタートするタイミングや生活スタイルはそれぞれです！！ 

 

＜福祉施設＞ 

社会福祉法人 上の原学園つくし        【桜川市】 社会福祉法人 上の原学園成人寮       【桜川市】 

社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会  

就労支援センター時計台               【桜川市】 
合同会社 アビリティイズム              【桜川市】 

株式会社 スイッチ                    【筑西市】 就労継続支援Ｂ型事業所 筑西カルディア 【筑西市】 

社会福祉法人 上の原学園  

福祉サポートセンター樹  々              【筑西市】 

社会福祉法人 征峯会 ライフサポート・ヒラソル   

【筑西市】 

特定非営利活動法人あんびしゃす  

就労継続支援Ｂ型 ジョブライフＲabbit   【筑西市】 

就労継続支援Ｂ型事業所 すまいる工房あおい 

        【筑西市】 

合同会社 あか楽                     【筑西市】 ＮＰＯ法人 きなり                      【筑西市】 

社会福祉法人 慶育会 白山学園        【筑西市】 
株式会社MYS  

就労継続支援A型事業所 にこにこ      【下妻市】 

株式会社 はぴねす ３９PLAZA    【ひたちなか市】 ソーシャルインクルーホーム境             【境町】 

社会福祉法人 洗心会 サンフラワーワークセンター 

                                 【栃・小山市】 
マインド株式会社 『益子マインド』    【栃・益子町】 

第 ９ 号 
令和６年３月８日発行 

協和特別支援学校進路指導部 

高等部卒業生の皆さん、御卒業おめでとうございます。そして、たくさんの笑顔と元気をありがとうござ

いました。 

協和特別支援学校での学校生活はいかがでしたか？楽しいことやうれしいこと、時に辛いことや悲しい

ことなど、様々な体験をしてきたことと思います。その体験から、スキルとして身に付けたことだけでなく、

気持ちの折り合いのつけ方やくじけても立ち直る「心のしなやかさ」を育むことができていたら嬉しく思い

ます。 

これから先、２４名の皆さんは、一人一人異なる社会へ移行します。協和特別支援学校で学習したことを

自信として、新しい場所で新たな出会いを大切にしてさらに心を成長させていってほしいと願っています。 

令和５年度 高等部卒業生の進路先情報 

進 路 だ よ り  

 



ビーハック行田                    【埼・行田市】 Neoプレイス浦和               【埼・さいたま市】 

 

＜企業＞ 

（株）大和LIXIL製作所                【桜川市】  

 

 

  

 

 

  ・個別に案内や連絡等は来ないので、時期が来たらご自身で請求していただく必要があります。 

・目安として、２０歳誕生日の３か月前に書類をもらいに市の担当課、又は年金事務所にいくとよいと思われ 

ます。 

➡桜川市在住の方（国民年金課）   ０２９６‐７５-３１２５ 

➡筑西市在住の方（市民課）       ０２９６‐２４-２１０１ 

➡下館年金事務所               ０２９６‐25‐０８２９ 

・申請は誕生日の前日から可能となります。 

・申請には診断書が必要となります。（２０歳になる前後３か月の診断書が有効） 

また、障害の種類によって、どの診断書を書いてもらうか、主治医や年金担当者と相談して決めるとよいで 

す。 

  ・年金事務所での相談については、飛び込みで窓口に相談に行くと待ち時間が長くなります。予約をいれて 

おくことをお勧めします。 

 

 

 

  

 

   ２０歳の誕生日を迎えると、国民年金の加入案内の書類が届きます。 

その時点で、本人の収入がなく支払いができない状態であれば、その旨を市役所の年金課にて申し出るこ 

とで、免除していただくことができます。これには申請手続き(免除申請)が必要となりますので、必ず、書類と

障害者手帳をもって窓口にて相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 同窓会について 

障害基礎年金の手続きについて 

 

令和６年度の同窓会は、７月２８日（日）を予定しています。 

  加入の手続きをした方には、同窓会開催と出欠確認のお便りを毎年送付いたします。 

  卒業後、居住場所（住んでいる場所）や日中活動（就労先）に変更が生じた場合、お手数でも

下記までお知らせください。 

  卒業してからでも同窓会に加入することができます。まずは、下記まで御連絡ください。 

加入時に、入会費の３０００円を徴収させていただきます。 

 

【連絡先】 協和特別支援学校 卒業生支援係  ０２９６‐５７‐４３４１ 

国民年金の免除について 


